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Life Information
情報情報ののごみ・資源収集カレンダー
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日程 医療機関 診療科目 電話番号

12 月 31 日
（金）

東松山市立市民病院
（東松山市） 内科・外科 0493-24-6111

1 月 1 日
（祝・土）

麻見江ホスピタル
（鳩山町） 内科 296-1155

1 月 2 日
（日）

小川赤十字病院
（小川町） 内科 0493-72-2333

1 月 3 日
（月）

シャローム病院
（東松山市） 内科 0493-25-2979

1 月 10 日
（祝・月）

たばた小児科
（吉見町）

小児科・内科・
アレルギー科 0493-54-8822

宏仁会小川病院
（小川町） 内科 0493-73-2750

12⽉中旬〜 1⽉上旬の休⽇当番医
※診療時間 午前 9 時〜午後 5 時

電話番号 受付時間
休日や夜間の急病相談

救急電話相談 ＃ 7119 または
※ 048-824-4199 毎日 24 時間

※電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバイス
により相談者の判断の参考としていただくものです。
平日夜間時のお子さんの急病・けがなど

比企地区
こども夜間
救急センター

0493-22-2822

【受付】月～金の午
後７時 30 分～ 10
時　【診察】月～金
の午後８時～10時

場所：東松山医師会病院内（東松山市神明町 1－15－10）

…可燃物 …不燃物・有害ごみ …紙・布類 …ペット
…びん・かん類 …その他容器包装プラスチック類

可 不燃 紙布 資ペ
資び 資プボトル

A…亀井・今宿地区
B…ニュータウン地区
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12⽉ 31⽇〜

電動おもちゃ、モバイ
ルバッテリー、電⼦タ
バコ、カメラ、コンロ

など

▲

1⽉ 3⽇までは
お休みです

年末年始のごみ搬⼊受付と収集
12⽉ 31⽇〜１⽉３⽇はお休みです

【ごみ・資源の収集】
 12 月は地区ごとに臨時収集日を設けています。
お手持ちのごみ・資源収集カレンダーをご確認くだ
さい。また、年末は収集ルートを変更する場合があり
ます。必ず朝８時30分までにごみ・
資源を出してください。収集後に出
されたごみ・資源の再収集はいた
しません。
【ごみの搬⼊受付】
■年末の最終⽇ 12 月 30 日（木）午前８時 30 分
～ 11時 45分、午後１時～４時 30分
■年始の開始⽇ １月４日（火）午前８時 30分から
通常どおり業務開始
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、発
熱や咳が出るなど体調が優れない方は、ごみの搬
入を控えてください。また、搬入の際はマスクを着
用するなど咳エチケットの実施をお願いします。

※ごみを搬入する際は住所確認にご協力ください。
※ 施設内では、収集車を優先します。ごみは分別し
て、すぐに降ろせるように袋に入れるか、ひもで
縛ってください。

※ 資源になる紙・布は搬入できません。収集日にご
み集積所へ出してください。

■問合せ 【可燃物に関すること】高倉クリーンセン
ター☎ 271-1500　【不燃物、有害ごみ、資源に関す
ること】川角リサイクルプラザ☎ 294-4115

お
知
ら
せ

河
川
等
の
⽔
質
事
故
防
⽌

に
ご
協
⼒
く
だ
さ
い

　

河
川
や
水
路
に
油
や
薬
品
な
ど
が
流

れ
、魚
が
死
ん
だ
り
、水
道
水
や
農
業

用
水
の
取
水
に
影
響
を
及
ぼ
す
異
常

水
質
事
故
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

年
末
の
大
掃
除
な
ど
の
際
に
、不

要
に
な
っ
た
塗
料
や
油
、薬
品
な
ど

の
取
り
扱
い
は
十
分
に
ご
注
意
い
た

だ
き
、絶
対
に
河
川
や
水
路
、側
溝
に

流
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。な
お
、対
応
に
係
る
費
用
は
、

原
則
事
故
原
因
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

も
し
、異
常
水
質
事
故
を
見
つ
け

た
場
合
に
は
、速
や
か
に
左
記
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
通
報
先
・
問
合
せ　
県
東
松
山
環

境
管
理
事
務
所
☎
０
４
９
３

－

２
３

－

４
０
５
０
、役
場
産
業
環
境
課
☎

２
９
６

－

５
８
９
４（
閉
庁
時
は
☎

２
９
６

－

１
２
１
１
）

有料広告スペース

リ
プ
ラ
川
⾓
で
⽕
災
発
⽣
︕

ご
み
の
分
別
に
ご
協
⼒
を

▼
年
末
受
⼊　
12
月
29
日（
水
）午
前

８
時
45
分
〜
午
後
０
時
15
分
、午
後

０
時
45
分
〜
４
時
40
分

▼
休
業
⽇　
12
月
30
日（
木
）〜
１
月

３
日（
月
）

▼
年
始
受
⼊　
１
月
４
日（
火
）か
ら

▼
問
合
せ　
坂
戸
地
区
衛
生
組
合

☎
２
８
３

－

３
５
６
１

坂
⼾
地
区
衛
⽣
組
合

年
末
年
始
の
し
尿
等
の

受
⼊
業
務
案
内

　

10
月
18
日（
月
）か
ら
19
日（
火
）に

か
け
、モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
や
電

子
タ
バ
コ
な
ど
の
小
型
家
電
に
入
っ

て
い
る
小
型
充
電
式
電
池
が
原
因
と

考
え
ら
れ
る
火
災
が
発
生
し
、現
在

も
一
部
の
設
備
が
使
用
で
き
な
い
状

況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

今
後
、こ
の
よ
う
な
事
故
を
防
ぐ

た
め
に
も
、電
気
や
電
池
で
動
く「
小

型
家
電（
電
動
お
も
ち
ゃ
等
も
含

む
）」を「
燃
や
せ
な
い
ご
み
」の
日
に

出
す
際
は
、電
池
や
小
型
充
電
式
電

池
を
取
り
外
し
た
う
え
で
、他
の
燃

や
せ
な
い
ご
み
と
別
に
し
、「
小
型

家
電
」だ
け
を
袋
に
入
れ
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。（
構
造
上
、電
池
や
小
型

充
電
式
電
池
が
取
り
外
せ
な
い
小
型

家
電
も
、他
の
燃
や
せ
な
い
ご
み
と

別
に
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。）

▼
問
合
せ　
川
角
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ

ザ
☎
２
９
４

－

４
１
１
５

バコ、カ
ど

⼩型家電類

▲▲▲▲  

⼩
型
家
電
類
を
⼊
れ
た
袋
の
中

に
は
︑他
の﹁
燃
や
せ
な
い
ご
み

︵
鍋
・
や
か
ん
類
︑ガ
ラ
ス
製
品
・

陶
磁
器
等
︶﹂を
⼀
緒
に
⼊
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
︒ 

⾃
衛
官
等
採
⽤
試
験

▼
募
集
種
⽬　
①
高
等
工
科
学
校
生

徒
、②
自
衛
隊
貸
費
学
生（
技
術
）、③

自
衛
官
候
補
生

▼
応
募
資
格　

①
男
子
で
中
卒（
見
込
含
）17
歳
未
満

の
方　

②
大
学
の
理
工
学
、工
学
部

の
３
・
4
年
次
ま
た
は
大
学
院（
専

門
職
大
学
院
を
除
く
）修
士
課
程
在

学
の
、正
規
の
就
業
年
限
を
終
え
る

年
の
4
月
1
日
現
在
で
26
歳
未
満
の

方（
大
学
院
修
士
課
程
在
学
者
は
28

歳
未
満
の
方
）　

③
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
限　
①
②
令
和
4
年
１
月

14
日（
金
）ま
で　

③
年
間
で
随
時
受
付

▼
試
験
⽇　
①（
1
次
）令
和
4
年
1

月
22
日（
土
）・
23
日（
日
）　
（
2
次
）

2
月
3
日（
木
）
〜
6
日（
日
）※
い

ず
れ
か
1
日
を
指
定　

②
令
和
4
年

1
月
29
日（
土
）　

③
受
付
時
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
自
衛
隊
入
間
地
域
事
務

所
☎
０
４

－

２
９
２
３

－

４
６
９
１

　

令
和
４
年
成
⼈
式
の

お
知
ら
せ

　

令
和
４
年
鳩
山
町
成
人
式
は
次
の

日
程
で
行
い
ま
す
。

▼
対
象　
平
成
13
年
4
月
2
日
か
ら

平
成
14
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方

▼
⽇
時　
1
月
9
日（
日
）午
後
1
時

30
分
か
ら（
受
付
は
午
後
1
時
か
ら
）

▼
場
所　
町
文
化
会
館
ホ
ー
ル

※ 

現
在
、他
市
区
町
村
に
住
民
登
録

し
て
い
る
方
で
、以
前
、鳩
山
町
に

住
ん
で
い
た
方
も
出
席
で
き
ま

す
。出
席
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、次

の
問
合
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。な
お
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
っ
て
、内
容

が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
町
中
央
公
民
館

☎
２
９
６

－

２
７
７
４
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12 月中旬～ 1月上旬

暮らしの『相談室』

■県の法律相談【要予約】
⽇時：12月14日（火）(祝日を除く毎月第2火曜日 )
午後１時～４時　場所：ウェスタ川越４階（県川越
比企地域振興センター相談室）　問合せ：県民相談
総合センター☎ 048-830-7830

■⾏政相談 ･⼈権相談【要予約】
⽇時：12 月 20 日（月）　午後１時～３時　場所：
役場 3 階 305 会議室　問合せ：総務課☎ 296-
1214

■⽣活困窮者⾃⽴相談（⽣活保護受給者は除く）
⽇時：月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前８
時 30分～午後５時　場所・問合せ：アスポート相
談支援センター埼玉西部・毛呂山出張所（ウィズも
ろやま内）☎080-2274-1445、FAX295-7258

■⽣涯学習相談
⽇時：毎週木曜日 午後１時～４時　場所・問合せ：
教育委員会事務局☎296-1263

■消費⽣活相談
⽇時：毎週木曜日 午前 10時～正午、午後１時～３
時　場所・問合せ：産業環境課☎ 296-5895

■その他相談
⽇時：平日（月～金曜日）　午前８時 30分～午後５
時　場所･問合せ：総務課☎ 296-1214

■⾏政書⼠による無料相談会【要予約】
⽇時：12 月 15 日（水）　午前９時～正午　場所：
役場３階305会議室　問合せ：総務課☎296-1214

■税のことなんでも相談【要予約】
対象：町内在住・在勤者　⽇時：1月11日（火）  午
前10時～正午　場所：役場3階301会議室　申込・
問合せ：税務会計課☎296-5892

税務署からのお知らせ
所得税の確定申告はスマホ申告
をぜひご利⽤ください︕

 スマホ申告は⾒やすい専⽤画⾯を
⽤意しています。給与所得や公的年⾦
等の雑所得の申告には特に便利なの
で、マイナンバーカードを取得してい
ただき、スマホ申告をご利⽤ください。

〜タックスアンサー・
      チャットボットのご利⽤を〜
 国税に関する簡単なご相談・ご質問は、国税
庁ホームページの「タックスアンサー」または

「チャットボット」をご利⽤ください。「タックス
アンサー」では、キーワードや税⾦の種類から、よ
くある税の質問に対する⼀般的な回答を調べる
ことができます。また「チャットボット」は、ご質
問の内容に AI（⼈⼯知能）を活⽤し
て「税務職員ふたば」が⾃動で回答し
ます（令和３年分確定申告について
は、令和４年１⽉上旬公開予定）。

〜電話でのご相談は電話相談センターへ〜
 国税局の職員がご相談・ご質問に対応します。
東松⼭税務署代表（☎ 0493-22-0990）へお電話
いただき、⾳声案内に従い「１」を選択してくださ
い（令和４年１⽉４⽇（⽕）〜３⽉ 15 ⽇（⽕）は「0」
を選択）。

有料広告スペース

犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の

相
談
窓
⼝
を
開
設
中
で
す

 
犯
罪
や
交
通
事
故
な
ど
の
被
害
に

よ
る
心
の
悩
み
を
お
持
ち
の
方
は
、

一
人
で
悩
ま
ず
に
埼
玉
県
警
察
犯
罪

被
害
者
支
援
室
ま
で
お
電
話
く
だ
さ

い
。専
門
の
相
談
員
が
電
話（
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
）に
よ
り
相
談
を
受
け
る

ほ
か
、面
接
で
の
相
談（
予
約
制
）も

受
け
付
け
ま
す
。

▼
相
談
電
話
番
号 
☎
０
１
２
０

－

3
8
1
8
5
8
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
用
）

♯
８
１
０
３
ま
た
は
☎
０
１
２
０

－

８
３

－

８
１
０
３（
性
犯
罪
被
害
相

談
電
話〈
ハ
ー
ト
さ
ん
〉）

　

ま
た
、公
益
社
団
法
人
埼
玉
犯
罪
被

害
者
援
助
セ
ン
タ
ー
で
も
、専
門
の

相
談
員
が
相
談
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

▼
相
談
電
話
番
号　
☎
０
４
８

－

８

６
５

－

7
8
3
0

♯
８
８
９
１（
性
犯
罪
・
性
暴
力
被

害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援

セ
ン
タ
ー
）　

☎
０
１
２
０

－

３
１

－

8
3
4
1
（
性
犯
罪
暴
力
等
犯

罪
被
害
者
専
用
相
談
電
話〈
ア
イ
リ

ス
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
〉）

⻄
部
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

出
張
法
律
無
料
相
談
会

▼
⽇
時　
12
月
15
日（
水
）午
後
１
時

30
分
〜
４
時
30
分

▼
場
所　

町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

３
０
1
会
議
室

▼
内
容　
相
続
、遺
言
、登
記
な
ど
の

面
談
相
談（
１
組 

１
時
間
）

▼
予
約
⽅
法　
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
８

－

８
３
８

－

７
４
７
２

⻄
部
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

司
法
書
⼠
法
律
無
料

相
談
会

▼
⽇
時　

12
月
9
日（
木
）・
16
日

（
木
）・
23
日（
木
）・
令
和
４
年
1

月
13
日（
木
）・
20
日（
木
）・
27
日

（
木
）・
2
月
3
日（
木
）・
10
日

（
木
）・
17
日（
木
）・
24
日（
木
）　　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

▼
場
所　
ウ
ェ
ス
タ
川
越

▼
内
容　

相
続
、遺
言
、登
記
、債
務

整
理
、成
年
後
見
、不
動
産
の
名
義
変

更
な
ど
の
面
談
相
談（
１
組 

１
時
間　

要
予
約
）

▼
予
約
⽅
法　
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
４
８

－

８
３
８

－

７
４
７
２
）

へ
電
話
予
約（
受
付
時
間
は
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
平
日
の
午
前
10
時

か
ら
午
後
4
時
ま
で
）

▼
問
合
せ　
埼
玉
司
法
書
士
会

☎
０
４
８

－

８
６
３

－

７
８
６
１

▲  スマホ申告は
こちらから

▲ チ ャ ッ ト ボ ッ
トはこちらから

お
知
ら
せ

　

町
で
は
、次
の
と
お
り
令
和
3
・

⾷
品
ロ
ス
の
減
量
に

ご
協
⼒
く
だ
さ
い

4
年
度
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の

第
３
回
追
加
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
ご
申
請
の
前
に
必
ず
、町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
の「
手
引
き
」を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
⽅
法　
郵
送
受
付
の
み

▼
受
付
期
間　
12
月
１
日（
水
）〜
24

日（
金
）（
消
印
有
効
）　

※ 

窓
口
に
お
持
ち
い
た
だ
い
た
場
合

お
よ
び
受
付
期
間
以
外
は
、申
請

書
類
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
申
請
書
類　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド　

▼
分
類　
①
そ
の
他
業
務　

②
物
品

納
入　

※
工
事
請
負
お
よ
び
業
務
委

託（
設
計
・
調
査
・
測
量
、土
木
施
設

維
持
管
理
）は
、「
埼
玉
県
電
子
入
札

共
同
シ
ス
テ
ム
」に
よ
る
共
同
受
付

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
有
効
期
間　
令
和
４
年
３
月
１
日

〜
令
和
５
年
３
月
31
日

▼
問
合
せ　

役
場
政
策
財
政
課（
財

政
管
財
・
公
共
施
設
総
合
管
理
担
当
）

☎
２
９
６

－

１
２
１
１ 

（
内
線

２
２
４
）※
午
前
９
時
〜
正
午
、午
後

１
時
〜
４
時
ま
で（
平
日
の
み
）

　

食
べ
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
捨
て

ら
れ
て
し
ま
う
食
品
を
、「
食
品
ロ

ス
」と
言
い
、日
本
で
は
年
間
約
６
０

０
万
ト
ン
も
発
生
し
て
い
ま
す
。こ

れ
は
、世
界
全
体
の
年
間
食
料
援
助

量
の
１
・
４
倍
に
相
当
し
ま
す
。

　

食
品
ロ
ス
の
約
半
数
は
家
庭
か
ら

出
て
い
る
た
め
、皆
様
一
人
一
人
が

食
品
ロ
ス
を
出
さ
な
い
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
実
践
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

埼
玉
県
で
は
、次
の
3
つ
の
取
組

で
食
品
ロ
ス
を
減
ら
す「
食
べ
き
り

Ｓ
ａ
ｉ
Ｔ
ａ
Ｍ
ａ
大
作
戦
」を
展
開

し
て
お
り
ま
す
。食
品
ロ
ス
の
削
減

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

① 

食
品
ロ
ス
を
出
さ
な
い
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
を
実
践
す
る
食
べ
き
り
ス

タ
イ
ル（
Ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ
）

② 

食
べ
残
し
の
多
い
宴
会
で
締
め
の

前
15
分
間
で
残
っ
た
食
事
を
食
べ

き
る
食
べ
き
り
タ
イ
ム（
Ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
）

 

③ 

外
食
店
舗
で
小
盛
り
の
設
定
や
食

材
使
い
切
り
レ
シ
ピ
な
ど
で
食

品
ロ
ス
を
減
ら
す
食
べ
き
り
メ

ニ
ュ
ー
（
Ｍ
ｅ
ｎ
ｕ
）　

▼
問
合
せ　
役
場
産
業
環
境
課

☎
２
９
６

－

５
８
９
４

令
和
３・４
年
度

鳩
⼭
町
⼊
札
参
加
資
格

審
査
第
3
回
追
加
申
請
受
付

■ニュータウンふくしプラザ保健師相談会
⽇時：1月17日（月）  午前10時30分～11時30
分　場所：ニュータウンふくしプラザ　内容：町の
保健師による血圧測定や健康に関する相談　問合せ：
町保健センター☎296-2530

有料広告スペース
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北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
は
、「
拉
致
は
許
さ
な

い
」と
い
う
皆
さ
ま
の
一
人
ひ
と
り

の
声
が
大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
週
間
を
機
に
拉
致
問
題
に
つ

12
⽉
10
⽇
〜
16
⽇
は

北
朝
鮮
⼈
権
侵
害
問
題

啓
発
週
間
で
す

は
と
や
ま
で
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
活
用
し
な
が
ら
情
報
を
発
信
し
て

い
ま
す
の
で
、下
記
の

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

今
月
号
で
は「
小
川
町
」に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

▼
問
合
せ　
役
場
政
策
財
政
課 

☎
２
９
６

－

１
２
１
2

有料広告スペース

町内の町内の『『サロンサロン』』

■総合福祉センター内常設型サロン
対象：どなたでも利用可 開設⽇時：月～金曜
日（祝日・年末年始を除く）午前 10 時～午後
５時　 場所：総合福祉センター１階（大豆戸
183-5）　問合せ：町社会福祉協議会 総合相
談支援窓口☎298-5772

■ニュータウンふくしプラザ
対象：どなたでも利用可　開設⽇時：月～土曜
日（祝日・年末年始を除く）  午前 10時～午後
５時　場所：鳩山町コミュニティ・マルシェ内
（松ヶ丘１-2-4  タウンセンター１階）　問合せ：
ニュータウンふくしプラザ☎290-5469

■はーとんカフェ今宿
対象：町内在住の概ね65歳以上の方とその家
族　開設⽇時：毎週火・金曜日（祝日・年末年
始を除く） 午前 10時～午後４時　場所：今宿
532-7（プラザM内）　問合せ：はーとんカフェ
今宿☎296-6776　※1月7日（金）はお休みし
ます。

■鳩ヶ丘のびのびプラザ
対象：町内在住の高齢者　開設⽇時：月～金曜日・
第2土曜日（祝日・年末年始を除く）  午前９時
～午後４時　場所：鳩山小学校内　問合せ：鳩ヶ
丘のびのびプラザ☎296-1571

■精神保健福祉コミュニティサロン
対象：町内在住の心の健康に悩みのある方とそ
の家族、支援者など　⽇時：12月 9日（木）午
後2時～午後４時　場所：町ふれあいセンター
304会議室　問合せ：役場長寿福祉課☎296-
1241

お
知
ら
せ

12
⽉
4
⽇
〜
10
⽇
は

﹁
⼈
権
尊
重
社
会
を
め
ざ
す

県
⺠
運
動
強
調
週
間
﹂で
す

　
「
人
権
尊
重
社
会
を
め
ざ
す
県
民

運
動
」は
、様
々
な
人
権
課
題
へ
の
理

解
を
深
め
、「
す
べ
て
の
県
民
が
お

互
い
の
人
権
を
尊
重
し
な
が
ら
共
に

生
き
る
社
会
」を
実
現
す
る
た
め
、

県
・
市
町
村
は
も
ち
ろ
ん
県
民
総
ぐ

る
み
で
取
り
組
む
運
動
で
す
。

　

こ
の
機
会
に
、人
権
に
つ
い
て
改

め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ　
県
人
権
推
進
課

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

2
2
5
5

12
⽉
3
⽇
〜
9
⽇
は

﹁
障
害
者
週
間
﹂で
す

　
「
障
害
者
週
間
」と
は
、国
民
に
障

が
い
者
の
福
祉
に
つ
い
て
関
心
と
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、障
が
い
者

の
社
会
参
加
等
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活

動
に
参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

町
で
は「
障
が
い
者
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
」を
作
成
し
て
地
域
の
中
で
支
え

合
い
、共
に
生
き
る
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
ま
す
。こ
れ
を
機
に
、皆

さ
ん
も
障
が
い
者
福
祉
へ
の
関
心
と

理
解
を
深
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
問
合
せ　
役
場
長
寿
福
祉
課

☎
２
９
６

－

1
2
4
1

特
定︵
産
業
別
︶最
低
賃
⾦

改
正
の
お
知
ら
せ

　

令
和
3
年
10
月
1

日
か
ら
埼
玉
県
最
低

賃
金
は
時
間
額
９
５

６
円（
引
上
げ
額
28

円
）と
な
り
ま
し
た
。

埼
玉
県
最
低
賃
金
は
、県
内
の
事
業
場

で
働
く
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

　

さ
ら
に
、同
年
12
月
1
日
か
ら
５

業
種
の
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金
の

時
間
額
が
そ
れ
ぞ
れ
、非
鉄
金
属
製

造
業
は
９
７
４
円
、電
子
部
品
等
製

造
業
は
９
８
１
円
、輸
送
用
機
械
器

具
製
造
業
は
９
９
０
円
、光
学
機
械

器
具
等
製
造
業
は
９
９
０
円
、自
動
車

小
売
業
は
９
８
８
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、埼
玉
労
働
局
賃
金
室

（
☎
０
４
８

－

６
０
０

－

６
２
０
５
）

ま
た
は
、川
越
労
働
基
準
監
督
署（
☎

２
４
２

－

０
８
９
１
）へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

武
州
・
⼊
間
川
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
助
成
団
体
募
集

　

入
間
川
流
域
で
環
境
保
全
活
動
を

行
っ
て
い
る
市
民
団
体
等
に
対
し
、

⼤
河
ド
ラ
マ﹁
鎌
倉
殿
の
13
⼈
﹂

⽐
企
市
町
村
推
進
協
議
会

広
報
紙
リ
レ
ー
企
画
実
施
中

　

比
企
９
市
町
村
で
は
、令
和
4
年

放
送
予
定
の
大
河
ド
ラ
マ「
鎌
倉
殿

の
13
人
」の
放
映
を
き
っ
か
け
と
し

た
地
域
の
活
性
化
に
取
り
組
む
た

め
、協
議
会
を
立
ち
上
げ
て
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

 

協
議
会
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、

9
月
か
ら
9
市
町
村
の
広
報
紙
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
、各
市
町
村
の

歴
史
の
歴
史
資
源
や
魅
力
を
リ
レ
ー

形
式
で
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。広
報

第
48
回

鳩
⼭
町
正
⽉
マ
ラ
ソ
ン

⼤
会
を
中
⽌
し
ま
す

　

令
和
4
年
1
月
3
日（
月
）開
催
予

定
で
あ
っ
た
第
48
回
鳩
山
町
正
月
マ

ラ
ソ
ン
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、中
止
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。ご
理
解
、ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
町
民
体
育
館

☎
２
９
６

－

4
9
0
0

助
成
金
の
交
付
や
情
報
提
供
を
行
い

ま
す
。

▼
助
成
対
象　

市
民
団
体
、学
校
等

の
非
営
利
団
体
に
よ
る
公
益
的
な
活

動（
令
和
4
年
４
月
１
日
〜
令
和
5

年
３
月
１
日
の
活
動
が
対
象
）

▼
助
成
額　
１
団
体
最
大
20
万
円

▼
募
集
期
間　
12
月
１
日（
水
）〜
令

和
4
年
３
月
11
日（
金
）

▼
応
募
⽅
法　
荒
川
上
流
河
川
事
務

所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の「
武
州
・
入

間
川
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」ペ
ー
ジ
か
ら

応
募
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

▼
応
募
・
問
合
せ　
入
間
川
環
境
保

全
支
援
委
員
会
事
務
局（
公
益
財
団

法
人 

埼
玉
県
生
態
系
保
護
協
会
内
）

☎
０
４
８

－

６
４
５

－

０
５
７
０

冬の交通事故防⽌運動に
ご協⼒をお願いします

　町では、「冬の交通事故防止運動」として、
交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践
を習慣づけることにより、町民自身による交
通環境や意識の改善に向けた取り組みを推進
し、交通事故防止の徹底を目指します。
実施期間　
12月 1日（水）～ 14日（火）（14日間）
統⼀⾏動⽇ 
【12 月 3日（金）】
飲酒運転根絶の日・歩行者保護の日
【12月 10日（金）】
交通事故死ゼロを目指す日・自転車の交通事
故防止の日
重点⽬標
【鳩山町内】
①夕暮れ時、早めのライト点灯　
②交差点における交通事故防止
③自転車利用者の運転マナーの向上
【埼玉県内】
①横断歩道における歩行者優先の徹底
② 夕暮れ時と夜間における歩行者・自転車の
交通事故防止

③飲酒運転の根絶及び危険運転等の防止
問合せ　役場産業環境課　☎ 296-5894

い
て
ご
理
解
い
た
だ
き
、よ
り
一
層

意
識
を
高
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
役
場
総
務
課 

☎
２
９
６

－

１
２
１
４

有料広告スペース
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